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居宅介護支援経過

記載例で学ぶ

～書くべきこと・書いてはいけないこと～

令和3年改定対応
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令和3年
改定対応

10.5mm

居宅介護支援経過

この一冊で
“支援経過”を味方にする

A5判・192頁
定価1,980円（本体1,800円+税10%）

令和 3年改定対応

～書くべきこと・書いてはいけないこと～

記載例で学ぶ

後藤佳苗

令和3年度

介護報酬改定対応の最新版。

13年ぶりに改正された

標準様式通知に準拠！

著

▶新人もベテランも基礎資格や経験年数にかかわらず悩まされる「支援経
過の書き方」―。初歩的な疑問から実際の実例における疑問を解説！

▶受付・契約から終結、加算算定…あらゆる局面に活きてくる支援経過の
“書き方 ”“ 活かし方 ”“ 残し方 ”を根拠に基づきながら詳細に解説！

▶事例を題材にクイズ形式で解説。「自分ならどう記録するか」という視点
で読み進めることで、理解が深まる！

▶日常業務の点検、新人職員へのルール説明、事業所内での共有、実地
指導対策に最適な一冊！

https://www.daiichihoki.co.jp

●千葉県職員（行政保健師）として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母
子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務。2005年 4月～現職。

●全国で、ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員（都道府県、市町村、
団体職員等）、看護職などに対するセミナーを年200回以上担当。

●法令等をかみ砕いてわかりやすく説明する講義（介護給付費の適正化、実地
指導対策など）や医療ニーズの高い利用者への介護支援のコツ、自立支援型
ケアプランの作成など、法的根拠や支援のポイントを押さえた講義が好評。

略歴と現在の活動

看護学修士（地域看護学）、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門
員指導者、千葉県介護予防指導者、千葉市認知症介護指導者

資　　格　　等

後藤 佳苗（ごとう かなえ）　一般社団法人あたご研究所 代表理事
特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事

著　者　紹　介
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第2章  支援経過記載の活かし方  ● 運営編

解答と解説 実際の業務では、契約と初回のアセスメントを同日に実施することが多

いと思います。この際、ケアマネジャーは、“利用者等の困りごと ”など

を聴き取り、その後に契約書に署名を受けることが一般的でしょう。

このため、「本人との信頼関係を優先し、アセスメント後に契約を交わ

すのが、ケアマネジメント上級者のやり方」と勘違いを口にするケアマネ

ジャーもいるようです。しかし、ここで再度確認したいのは、重要事項説

明書の交付・説明による同意が介護保険法令における「契約」であり、契

約書への署名よりも優先されるということです。

多くのケアマネジャーは、援助関係を構築するため、まず自分（ケアマ

ネジャー）や事業所の役割やできること等を、重要事項説明書を使いなが

ら説明し、利用者の同意を得た後に、情報収集を開始していることと思い

ます。

介護保険法令では、この “ケアマネジャーと事業所の自己紹介 ”ともい

える重要事項説明書を使用した説明と利用申込者の同意を、契約締結とみ

なします。

前述のケアマネジャーのようにアセスメント後に契約をするほうがケ

アマネジメント上級者と思い込んだり、契約書の日付や署名に固執し重要

事項説明書の交付・説明を後回しにする我流の手順を考えたりなど、間

違った認識や手順を踏むことのないよう注意しましょう。

そして、同一日に契約とアセスメントを実施し、利用者の都合で契約書

とアセスメントの日付が前後してしまう場合などには、支援経過に「居宅

介護支援の提供前に、重要事項説明書を介した契約が済んでいること」を

必ず記録しましょう。

■ 解答 ① 適切な記載である

■ 解説

適切な記載がされている事例のため、記載例にコメントを付したものを

提示します。特にコメント部分については、日常業務の効率化につなげる

ことを意識して確認してください。

❶ 日時、曜日、実施方法（場所）、被面接者、目的などは、すぐに確認でき

る場所に記載します（第 1章第 5節参照）。

❷ 契約締結を行う場所の決まりはありませんが、場所を記載することにより、

後日業務に関する統計等を取る際にも重宝します。

❸ 「利用申込者又はその家族」に、「重要事項説明書」を「交付し説明」を行

い、「提供の同意を得た」こと（契約締結）を明確にします。

❹ 重要事項説明書を介した契約行為は済ませているが、通知を根拠とする契

約書の手続は後日になったことを明確にします。

❺ 契約を経てから居宅介護支援を提供（アセスメント）していることを明確

にします。

20XX年
○月○日（水）
10:00～

12:00●❶

居宅訪問❶❷
本人・娘と面
接❶

目的 契約・初回アセスメント❶
　重要事項説明書を交付しケアマネ
ジャーの自己紹介。主要事項について本
人の同意を得る（担当の依頼を受ける）
❸。あわせて契約書への署名も後日お願
いしたい旨を伝え❹、了解を得る。 
　契約締結後、アセスメントを実施❺。 
　　　　　（以下略） （サイン）
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第1章  支援経過の書き方  ● 記載に必要な基礎知識

通所介護の支払いが5カ月滞っていること本人に伝える。半年前から
ら通帳を含めた経済的な管理を長男が行っているため、わからない
とのこと。本人からケアマネジャーに対し「支払いの遅れの理由を
長男に確認してほしい」との依頼を受ける。

●性的虐待（疑いを含む）の場合の例
インターフォンを押してから5分程度待たされたあと、ズボンを上げ
ながら夫が玄関を開けてくれる。利用者のパジャマは乱れ、下半身
は下着もはいていない状態。「看護師じゃないのに必要ない」等と
の夫の制止のため、ケアマネジャーは女性器等の状態は直接確認し
ていない。

●介護・世話の放棄・放任（疑いを含む）の場合の例
1日の食事として長男の妻が枕元に置いていく食パン（8枚切り1
枚）を寝たままの状態で水とともに食べている。

「問題なし」

●段差が解消されたことにより、自宅内での転倒の危険性が減った。

●不適切な記載例 2

■ 解説

　ケアマネジャーが「問題がない」と判断した状況の記載が必要です。

■ 修正例

１．支援経過記載を上達させるために必要な条件

１）ソーシャルワーカーとしての技能向上

研修会などで、「どうしたら支援経過を上手に書けますか？」という質

問を受けることも多くあります。今まで確認してきたことも加味したうえ

で、本節では、支援経過が書きにくい理由について、私なりの考えを示さ

せていただきます。

結論から言えば、上手な支援経過を書くためには、ケアマネジャー（ソー

シャルワークの専門家）としての技能を上げる必要があります。

“専門職としての技能を上げるためには、まずは量をこなす（たくさん

の人を担当する）こと ”“ 量が質を生み出す ”という言葉があります。専

門職としての専門性を向上させる（能力を開発する）ためには、まずは量

（数）をこなして経験を積み、経験を重ねた先に質が生み出されるという

意味であり、対人援助職に共通して使われている言葉です。つまり、経験

を積むことが、専門職のレベルアップの一番の近道なのです。

しかし、居宅介護支援においては、運営基準第２条第２項で常勤ケアマ

ネジャー１人あたり、居宅要介護者 35人までの担当が基準とされていま

す。

第6 節
支援経過記載の上達と
業務管理

olumnC 不適切な記載例とその修正例

第一法規 ストア

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974

機関名

支援経過３（０７６４８９）２０２１．８ ＨＯ

定価1,980円（本体1,800円＋税10％）[076489]

令和３年改定対応
記載例で学ぶ居宅介護支援経過
～書くべきこと・書いてはいけないこと～

目　　次

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

はじめに・本書の使い方 

　第1章　支援経過の書き方　● 記載に必要な基礎知識
　第1節　支援経過を記載する目的
　第2節　支援経過の機能
　　Column　法定代理受領方式
　第3節　支援経過を活用するケアマネジメントの局面
　第4節　支援経過の記載要領等
　第5節　支援経過記載時のルール
　　Column　不適切な記載例とその修正例
　第6節　支援経過記載の上達と業務管理
　第7節　支援経過の質と介護支援専門員の質
　　Column　法律と法令、法令と条例の関係を理解しよう

　第2章　支援経過記載の活かし方　● 運営編
　第1節　受付・契約 
　　Column　公正中立なケアマネジメントの確保（契約時の説明等）①
　　Column　公正中立なケアマネジメントの確保（契約時の説明等）②
　第2節　課題分析（アセスメント）
　第3節　ケアプラン原案の作成
　第4節　サービス担当者会議
　　Column　「やむを得ない理由」と認められなかった例
　第5節　ケアプランの実行
　　Column　個別サービス計画書の提出依頼を
　　　　　　　　　　第4表に記載する場合の例
　第6節　モニタリング
　第7節　再アセスメント（「軽微な変更」を含む）
　第8節　終　結

　第3章　支援経過記載の残し方　● 報酬請求編
　第1節　居宅介護支援における加算算定の必要性
　　Column　体制加算
　第2節　初回加算
　第3節　入院時情報連携加算
　第4節　退院・退所加算
　第5節　通院時情報連携加算
　第6節　緊急時等居宅カンファレンス加算
　　Column　医療連携に関する加算
　第7節　ターミナルケアマネジメント加算
　　Column　ターミナルケアマネジメント加算
　　　　　　　　算定時の重要事項説明書の記載例

 　支援経過相談室　こんなときどう書く？ それはなぜ？

　　Column　「物理的な理由」、「やむを得ない理由」、「特段の事情」
　　Column　同意欄の工夫
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